
内閣府令が関係する財務関係の主な認定基準

公益目的事業
に係る収益

収益事業等
に係る収益

その他の収益・収入

公益目的事業の実施に係る費用
収益事業等

の実施に係る費用
経常的経費

その他公益事業に使用
すべき収益（§18八)

公益目的事業比率§5八・§15
公益目的事業の事業費はすべての事業費+経常的経費の50%以上であること

フロー

その他の
費用・支出

公益目的取得財産残額
§5十七･§18･§30②

認定取消等の際には、残額を類似の目的の公益法人等に贈与

純資産

遊休財産額
§16②

公益目的事業用の財産
§18五～七（八）

その他の
非遊休財産

公益目的事業に係る
費用・損失

公益目的事業のために
使用しなければいけない
収益（利益の一部）

残 額

ストック

公益目的事業に使用しなければならない額
§18･§30

利益の一定割合

事業への費消

資産
の取
得

資産の売却

費用損失
収益

マイナスの場合もある

遊休財産額の保有の制限
§5九・§16

遊休財産額は公益目的事業費
1年分を超えないこと

収
益

費
用

参考資料



将来の特定の費用のための資金

１期目
（積立開始）

２期目 ３期目 ４期目
（活動実施）

積立て
（事業規模に加算）

取崩し
（事業規模から控除）

実際の事業実施額

取崩し後の
事業規模

＜積立て・取崩しのイメージ＞



遊休財産額規制（第５条第９号及び第１６条）の概要

遊休財産額＝貸借対照表の純資産の額－遊休とならないものの額

純
資
産

貸借対照表

負債

純資産

資産

公益目的事業等に
使用している固定資産

･将来の特定の事業の費用の支出
･特定の財産の取得

のために積み立てた資産

拠出者の意思に従って
使用・保有されている資産

遊休財産

※負債との重複部分については調整


